
 

 

４ 障がい児相談支援事業所（通称：相談支援事業所） 

 本市では、障がい児通所支援の利用を希望する方は、必ずいずれかの相談支援事業所との契約

が必要となります。 

 障がい児通所支援を利用する前に、「障がい児利用支援計画」を作成し、通所開始後、一定期間

ごとに支援の内容が適切かどうか見直し（モニタリング）を行います。 

＜相談支援事業所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人：社会福祉法人 みらい 

所在地：多治見市平和町 6-364 

ＴＥＬ：050-5526-9328 ＦＡＸ：0572-22-0911 

E-mail：link.soudan@athena.ocn.ne.jp 

[特徴]：福祉サービスの情報提供、見学同行、計画作成等の

利用支援だけでなく、子育て全般の悩み相談、就園・就学相

談、学校・医療との連携など、東濃五市からの委託を受けて、

経験豊富な相談員が様々な相談に対応いたします。 

 

法人：一般社団法人 LiC-GiO 

所在地：多治見市大正町 1-4-2 コーポラス HIDA206 

ＴＥＬ：0572-26-7973 ＦＡＸ：0572-24-5387 

E-mail：rop@c-power.jp 

[特徴]：長年療育に関わったことがある相談支援専門員が適

切な助言を行い、また関係機関のご案内をします。ご家族から

の不安や困りごとを親身にお聞きし、子どもさんの将来を一緒

に考えていけるようにします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人：社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 

所在地：多治見市脇之島町 7-59-13 

ＴＥＬ：0572-23-8653 ＦＡＸ：0572-25-1830 

E-mail：wakaba-soudan@t-syakyo.or.jp 

[特徴]：相談支援専門員が、面接等により、発達に遅れのある児童の

心身の状況や置かれている環境、サービス利用の意向等を伺いなが

ら、必要なサービスの種類や内容を記載した計画を作成します。計画作

成の他、地域で安心して生活できるよう、ご家族からの様々な不安や悩

みなどの相談に対応いたします。 

 

法人：特定非営利活動法人東濃さつき会 

所在地：多治見市大薮町 849-1 

ＴＥＬ：0572-51-4589 ＦＡＸ：0572-51-7547 

 E-mail：withissyoni@ob.aitai.ne.jp 

[特徴]：精神障がい者の家族会から発足した相談支援事業所で

す。地域の関係機関と連携しながら、発達向上を目的とした、利用

できるサービスの情報を提供します。子育てしやすい環境をご家族と

一緒に考えながら、ご家族の子育てのサポートをしていきます。 

 

法人：有限会社ひまわり 

所在地：多治見市虎渓山町 5-30-15 

ＴＥＬ：0572-28-3318 ＦＡＸ：0572-28-3319 

E-mail：arisu.hg2021@gmail.com 

[特徴]：一人ひとりの個性を大切に寄り添った支援を目指して

います。保育士資格を持つ相談支援専門員が対応いたしま

す。就労継続支援 B型ひまわりも併設していますのでお気軽に

お問い合わせください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法人：株式会社 ｐ＆ｈ 

所在地：多治見市市之倉町 8-17-2 

ＴＥＬ：080-8547-1944 ＦＡＸ：0572-23-7753 

E-mail：umenomi.0502@gmail.com  

[特徴]：手間をかけることで幾通りも楽しませてくれる梅の実。私たち人

も自分を理解し、愛し、手間をかけることで人生がさらに豊かになると思

います。そんなお手伝いのできる相談支援事業所を目指しています。就

労継続サービス管理責任者の経験がある相談支援専門員が、幅広い

世代の方々のご相談に応じて真剣に向き合い、寄り添っていきます。 

法人：株式会社如水 

所在地：多治見市笠原町 1132 

ＴＥＬ・FAX：0572-51-5242  

E-mail：contact@josui.biz 

[特徴]： 障がいのある方、その家族からの相談に対して安心し

た生活が送れるよう各関係機関と協力をして支援します。 

 

生まれてから大人になるまでの成長、発達の様子や、園、学校、療育等での支援

や配慮について、継続して記録していくファイルです。 

より適切で効果的な支援を、途切れることなく行うことを目的に作成します。 

保護者が記入、保管し、必要に応じて各機関と情報を共有します。 

※ホームページでもご案内しています 

 

お問い合わせ 

多治見市役所 駅北庁舎３Ｆ こども家庭課（0572-23-5958） 

 


